
土地売却公告 
 

 島根県では、松江市南田町にある島根県の土地を、一般競争入札により売却することとしました。購入を希望される方は、

下記事項を参考の上ご参加ください。 

 なお、入札に参加される方は、この公告及びこの公告に記載し所定の場所に備え付ける物件概要及び物件状況確認書（告

知書）及び入札参加案内（契約条項等を含む。）に記載する事項を承知及び承諾のうえ参加するものと見なしますので、ご

留意ください。 

 令和７年１２月２５日 

島根県知事 丸山 達也        

記 

１ 売払物件の表示等 

（１）物件名 元南田町県職員宿舎第２駐車場 

  【土地】 

所 在 地 地目（公簿） 面積 

松江市南田町１４８番１０ 宅地 ２６８．７１㎡（公簿・実測）  

  

（２）物件の概要及び状況 

 下記１１の場所に備え付ける物件概要及び物件状況確認書（告知書）に記載のとおり。 

入札参加の検討にあたって、物件について調査を希望される方は、入札参加案内をご覧ください。 

なお、落札者には、契約に先立って物件概要及び物件状況確認書（告知書）に、当該告知を受けた旨署名又は記名・

押印していただく必要があります。 

 

 

２ 予定価格（最低入札価格） 金 １８，０００，０００ 円 

 

 

３ 入札事前説明会 

入札参加を希望される方はご参加ください。 

物件について説明のうえ、物件概要及び物件状況確認書（告知書）により物件状況の告知を行います。 

あわせて、入札及び契約に関する説明を行います。 

（１）日 時   令和８年１月２２日（木）１０時００分から 

（２）場 所   現地で説明した後、島根県職員会館２階教養室３（松江市内中原町５２）へ移動します。 

 

  ※入札事前説明会に参加される場合、令和８年１月２０日（火）までに島根県総務部管財課財産活用推進室未利用財産

活用スタッフ（TEL 0852-22-5048）まで、ご連絡ください。参加者があることを確認したうえで現地にて事前説明を

実施します。 

 

※入札事前説明会に参加されることが入札参加要件ではありませんが、参加されなかったことによる不利益は入札参加

者に帰します。 

 

※今後の感染症の感染拡大状況等によっては日程等を変更する可能性があります。 

 

 

４ 入札参加申込 

  入札参加を希望される方は、必ず参加申込を行ってください。 

（１）申込期限   令和８年１月３０日（金）１７時００分（必着）までに以下の書類を提出してください。 

           ①入札参加申込書 

           ②【個人】本籍地の市区町村長が発行する身分証明書 

【法人】法務局が発行する現在事項全部証明書 

           ③島根県の各県民センター所長又は隠岐支庁長が発行する「未納の徴収金がない旨の証明書」 

            （島根県外にお住まいの方も必要です。） 

           ④納税地を所管する税務署長が発行する「未納の消費税額及び地方消費税額がない旨の証明書 

（その３）」 

           ⑤入札参加資格に関する誓約書 

（２）申 込 先   〒690-8501 松江市殿町１番地 島根県総務部管財課 財産活用推進室 未利用財産活用スタッフ 

 

 

５ 入札及び開札 

（１）日 時   令和８年２月１６日（月）１０時００分から 

          但し、入札保証金の収受がありますので、上記日時の 30 分前に会場へお越しください。 

（２）場 所   島根県庁舎６階６０３会議室（松江市殿町１番地） 

（３）落札者の決定 入札終了後、即時開札し、予定価格以上の価格であって最高価格を入札された方を落札者とします。 

（４）注意事項   郵便による入札はできません。 

 

  ※今後の感染症の感染拡大状況等によっては日程等を変更する可能性があります。 

 



 

６ 入札に参加できない者 

（１）当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号の規定のいずれかに該当すると認めたとき

から３年を経過しない者、また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者 

（３）島根県税について未納の徴収金がある者 

（４）消費税及び地方消費税について未納の税額がある者 

（５）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３の規定に該当する者 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号から第４号及び第６号の規 

  定に該当する者 

（７）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第５条に規定する観察処分を受 

  けた団体 

（８）入札参加に関して、県から指名停止の措置を受け、入札日においてその措置の期間が継続中の者 

 

 

７ 無効となる入札 

前項に掲げる者が行った入札及び島根県会計規則（昭和３９年島根県規則第２２号）第６３条の各号に該当する入札 

 

 

８ 入札保証金 

（１）入札参加者は、入札金額の１００分の５以上の現金、または銀行が振出し、若しくは支払保証をした小切手を、入札

当日の入札開始前に納付または提供してください。 

（２）落札者の入札保証金は契約保証金の一部に充当することができます。なお、落札者が契約を締結しない場合は返還し

ません。 

（３）落札者以外の入札保証金は入札終了後に返還します。 

 

 

９ 契約保証金 

 落札者は、契約金額の１００分の１０以上の現金を契約前に納付してください。（契約保証金は売買代金の一部に充当

します。） 

 

 

１０ その他入札及び契約等については、下記１１の場所に備え付ける入札参加案内に記載のとおりとします。 

 

 

１１ 物件概要及び物件状況確認書（告知書）及び入札参加案内（契約条項等を含む。）を備え付ける場所 

松江市殿町１番地  島根県総務部管財課財産活用推進室 未利用財産活用スタッフ（TEL 0852-22-5048） 

松江市東津田町 1741-1 島根県松江合同庁舎内 島根県東部県民センター（TEL 0852-32-5605） 

 

 

（なお、この公告に係る情報は、島根県のホームページに掲載しています。（島根県ホームページ＞入札情報＞管財課）） 

 

（以下余白） 

 


